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市民の日 4月1日（H14.5.25制定）

お
知
ら
せ

軽
度
・
中
等
度
難
聴
児
を
対
象

に
補
聴
器
購
入
費
を
助
成
し
て

い
ま
す

　
市
で
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
の

交
付
対
象
と
な
ら
な
い
軽
度
・
中

等
度
の
難
聴
児
（
18
歳
未
満
）
に

対
し
て
、
補
聴
器
の
購
入
に
要
す

る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま

す
（
修
理
費
用
は
対
象
外
）。

　

購
入
後
の
助
成
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
必
ず
購
入
前
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

問
障
害
福
祉
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
６
６
６　

⒇
１
６
１
０

水
稲
病
害
虫
防
除
を

�

実
施
し
ま
す

　

市
内
の
一
部
地
域
で
、
７
月
22

日
㊊
～
25
日
㊍
に
、
早
朝
か
ら
農

業
用
ド
ロ
ー
ン
に
よ
る
水
稲
病
害

虫
防
除
を
実
施
し
ま
す
。

　

な
お
、
防
除
日
は
天
候
な
ど
に

よ
り
延
期
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
農
政
課
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
２
６　

⒇
１
６
０
４

交
通
災
害
共
済
一
般
会
員
募
集

　

万
一
の
交
通
事
故
に
備
え
て
交

通
災
害
共
済
に
加
入
し
ま
せ
ん

か
？
現
在
加
入
し
て
い
る
方
は
、

８
月
31
日
㊏
で
共
済
期
間
が
切
れ

ま
す
の
で
、
再
加
入
の
手
続
き
を

忘
れ
ず
に
し
ま
し
ょ
う
。

◆
対
象　
市
内
在
住
者

◆
期
間　

　

９
月
１
日
㊐
～
令
和
７
年
８
月

31
日
㊐

◆
会
費　
年
額
７
０
０
円

◆
申
込　

　

８
月
30
日
㊎
ま
で
に
生
活
課
ま

た
は
本
納
支
所
へ

問
生
活
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
５　

⒇
１
６
０
０

夏
の
交
通
安
全
運
動

�

７
月
10
日
～
19
日

　
～
身
に
つ
け
よ
う 

　
　
　
交
通
ル
ー
ル
と

　
　
　
　
　
　
ヘ
ル
メ
ッ
ト
～

　

こ
の
時
期
は
、
暑
さ
や
開
放
感

に
よ
る
安
全
意
識
・
集
中
力
の
低

下
や
、
交
通
の
流
れ
の
変
化
な
ど

か
ら
、
重
大
交
通
事
故
の
発
生
が

懸
念
さ
れ
ま
す
。
夏
の
交
通
安
全

運
動
は
、
①
自
転
車
ヘ
ル
メ
ッ
ト

着
用
と
交
通
ル
ー
ル
遵
守
、
②
飲

酒
運
転
の
根
絶
～
飲
酒
運
転
ゼ
ロ

を
目
指
し
て
～
、
③
歩
行
者
の
安

全
確
保
と
安
全
運
転
の
励
行
、
④

全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
・

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着

用
の
徹
底
を
運
動
の
重
点
と
し
て

実
施
さ
れ
ま
す
。

　

楽
し
い
夏
を
過
ご
す
た
め
に
も

交
通
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守
り
ま

し
ょ
う
。

問
生
活
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
５　

⒇
１
６
０
０

茂
原
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

市
内
で
、
太
陽
光
発
電
所
を

狙
っ
た
銅
線
ケ
ー
ブ
ル
な
ど
の
盗

難
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
不
審
者
・
不
審
車

両
を
見
掛
け
た
場
合
は
、
１
１
０

番
ま
た
は
茂
原
警
察
署
に
通
報
し

て
く
だ
さ
い
。

・�
人
け
の
な
い
道
路
や
空
き
地
に

停
車
し
て
い
る
不
審
な
車

・�

太
陽
光
発
電
所
な
ど
の
周
辺
を

う
ろ
つ
い
て
い
る
見
慣
れ
な
い

県
外
ナ
ン
バ
ー
の
車

・�

深
夜
や
早
朝
に
太
陽
光
発
電
所

に
侵
入
す
る
人
や
車

問
茂
原
警
察
署

☎
�
０
１
１
０

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度

を
ご
存
じ
で
す
か
？

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
忘
れ

の
状
態
で
、
万
一
、
障
害
や
死
亡

と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生
す

る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
未
納
の

ま
ま
に
せ
ず
、「
保
険
料
免
除
制

度
」
や
「
納
付
猶
予
制
度
」
の
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
令
和

６
年
度
分
（
７
月
～
翌
年
６
月
）

の
受
付
開
始
日
は
７
月
１
日
㊊
で

す
。

　

審
査
は
申
請
者
本
人
の
他
、
配

偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の
前
年
所
得

に
基
づ
き
行
わ
れ
ま
す
。

　

申
請
日
か
ら
２
年
１
カ
月
前
の

月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除
申

請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

申
請
を
忘
れ
て
い
た
た
め
に
未
納

期
間
が
あ
る
方
は
市
役
所
ま
た
は

年
金
事
務
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３　

⒇
１
６
０
０

　

千
葉
年
金
事
務
所

☎
０
４
３（
２
４
２
）６
３
２
０

『
茂
原
市
史
資
料
編
Ⅰ（
原
始
・

古
代
、中
世
考
古
）』補
足
資
料

１
の
刊
行
と
頒
布
の
お
知
ら
せ

　
令
和
６
年
３
月
に
、
茂
原
市
史

調
査
報
告
書
第
九
集
『
茂
原
市
史

資
料
編
Ⅰ（
原
始
・
古
代
、
中
世

考
古
）
補
足
資
料
１
』
を
刊
行
し

ま
し
た
。

　

市
史
の
本
編
で
掲
載
で
き
な

か
っ
た
茂
原
貝
層
、
石
神
貝
塚
、

下
太
田
貝
塚
出
土
の
動
物
遺
体
、

国
府
関
遺
跡
群
出
土
の
絵
画
土
器

や
記
号
土
器
等
に
つ
い
て
紹
介
し

て
い
ま
す
。
当
館
に
て
有
償
頒
布

し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方

は
、
お
求
め
く
だ
さ
い
。

【
頒
布
場
所
・
問
合
せ
】

美
術
館
・
郷
土
資
料
館

茂
原
市
高
師
１
３
４
５
－
１

☎
�
２
１
３
１　

�
２
１
３
２
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